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●税務署
●市町村

●年金事務所
●健康保険組合
●ハローワーク
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02マイナンバーの
利用例

マイナンバーの利用範囲 は、
社会保障、税、災害対策 の分野に限られますが、
民間企業でもマイナンバ ーを取り扱います。

社会保障、税、災害対策に関する手続においてマイナンバーを利用します。
また、行政機関などだけではなく、民間企業が行う公的手続でもマイナンバーを取り
扱います。

■行政機関などで手続を行う際に、マイナンバーを利用します。

■マイナンバーは、民間企業においても取り扱います。

毎年６月の児童手当の
現況届の際に、市町村に
マイナンバーを提示します。

証券会社や保険会社などは、
法令に基づき顧客から
マイナンバーの提示を受け、
支払調書に記載して
税務署に提出します。

厚生年金の裁定請求の際に、
年金事務所にマイナンバーを
提示します。

企業は、法令に基づき従業員から
マイナンバーの提示を受け、
源泉徴収票などに
記載して
税務署や市町村に
提出します。

各種法定調書や被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載し、行政機関などに提出します。
※法令で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。
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 源泉徴収票（イメージ）

マイナンバー 氏 名

56XXXXXXXX03 番号 太郎

被保険者資格取得届（イメージ）

マイナンバー 被保険者
氏名

資格取得
年月日

30XXXXXXXX63 番号 一郎 25.4.1

22XXXXXXXX05 番号 花子 25.4.1

個 

人

■マイナンバーを提示する例

従業員やその扶養家族

提 出提 出

源泉徴収票の作成健康保険、厚生年金保険、
雇用保険の被保険者資格取得届の作成


